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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第74期
第１四半期
連結累計期間

第75期
第１四半期
連結累計期間

第74期

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年10月１日
至  平成23年９月30日

売上高 (千円) 2,947,561 2,455,962 12,333,209

経常利益 (千円) 89,245 9,784 471,908

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失（△）

(千円) 84,683 △2,417 453,197

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 103,791 11,889 461,914

純資産額 (千円) 2,113,624 2,558,990 2,581,997

総資産額 (千円) 6,820,324 6,643,622 6,193,350

１株当たり四半期(当期)純利益金
額又は四半期純損失金額（△）

(円) 17.84 △0.48 91.57

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 6.39 ― 34.39

自己資本比率 (％) 30.9 38.5 41.6

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第74期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４　第75期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期

純損失であるため、記載しておりません。

　
　
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、契約上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

にある中で、景気は緩やかに持ち直してまいりましたが、欧州の財政不安などによる海外景気の下振れ懸

念や為替レートの変動などにより、景気の先行きは一層不透明感を増してまいりました。

当社が主力とする建設業界におきましては、平成23年11月21日に第３次補正予算が成立し、建設投資全

体では一時的に増加が見込まれるものの、震災復興関連以外の公共事業については依然として縮減が続

き、厳しい市場環境が続いております。

このような状況の下、当社グループでは、「３カ年経営計画」の最終年度にあたり、徹底したコスト管

理、受注高の確保により、目標利益の達成に向けて全社をあげて取り組んでまいりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は24億55百万円（前年同四半期比16.6％減、

４億91百万円減）、営業利益は７百万円（同91.1％減、78百万円減）、経常利益は９百万円（同89.0％減、

79百万円減）、四半期純利益は２百万円の損失（前年同四半期は84百万円の利益）となりました。

なお、当社グループの第１四半期連結累計期間の業績につきましては、主力事業である建設事業の通常

の営業形態として、売上高が第２四半期連結会計期間に集中する傾向があります。

　
セグメントの業績は、次のとおりであります。

　
（建設事業）

建設事業における工事につきましては、昨年３月に発生した東日本大震災や昨年４月の統一地方

選挙の実施に伴う官公庁発注の遅れなどの影響を受け、前年同四半期と比べて前期末からの繰越工

事が少なかったことに加え、工事の進捗率が低かったことにより完成工事高は前年同四半期を下回

りました。また、建設工事関連の資材の販売につきましても工事の発注遅れの影響を受け低調に推移

しました。

以上の結果、建設事業の売上高は19億95百万円（前年同四半期比22.2％減、５億71百万円減）、セ

グメント利益は40百万円（同60.6％減、62百万円減）となりました。

　
（防災安全事業）

防災安全事業につきましては、九州域内での営業拠点の拡充を含め、営業強化を図ってきたことに

加え、東日本大震災の経験を機に、自然災害に備える意識が高まり、官公庁を中心に保護具や災害用
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備蓄品への需要が増えたことにより商品売上高が増加しました。

以上の結果、防災安全事業の売上高は３億14百万円（前年同四半期比33.9％増、79百万円増）、セ

グメント利益は８百万円（同135.0％増、４百万円増）となりました。

　
（化学品事業）

化学品事業につきましては、売上高は前年同四半期並の１億45百万円（0.1％増、０百万円増）、セ

グメント利益は30百万円（同30.3％減、13百万円減）となりました。
　

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間の総資産は、66億43百万円（前連結会計年度末比7.2％増、４億50百万円

増）となりました。

資産につきましては流動資産が40億49百万円（同12.4％増、４億48百万円増）となりました。その主な

要因は、第１四半期連結会計期間特有の傾向として売掛金・完成工事未収入金の残高が前連結会計年度

末と比較して増加する傾向にあることから売掛金・完成工事未収入金が４億21百万円増加したことに加

え、当社の通常の営業形態として完成工事高が第２四半期連結会計期間に集中するために未成工事支出

金が73百万円増加したことによるものであります。

固定資産につきましては、25億94百万円（同0.0％増、１百万円増）となりました。

負債につきましては、40億84百万円（同13.1％増、４億73百万円増）となりました。その主な要因は、返

済により借入金が１億34百万円減少しましたが、仕入債務が６億９百万円増加したことによるものであ

ります。

純資産につきましては、25億58百万円（同0.8％減、23百万円減）となりました。その主な要因は、前期

末の株主配当金の支払いを35百万円行なったことによるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,000,000

優先株式 2,000,000

計 20,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計

期間末現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,102,000同左 福岡証券取引所

単元株式数  1,000株
完全議決権株式であ
り、議決権内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式

第１回優先株式
（注）１

2,000,000同左 非上場
単元株式数  1,000株
(注)２、３、４、５

計 7,102,000同左 ― ―

(注) １  第１回優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予

約権付社債券等であります。

２　当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

①  第１回優先株式は、当社の普通株式の株価を基準として基準価額が修正され、取得と引換えに交付する

  普通株式数が変動します。行使価額修正条項の内容は（注）５に記載のとおりであります。

②　行使価額の修正基準は、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券

  取引所における当社普通株式の普通取引の毎事業日の終値の平均値といたします。

③　行使価額は、前項記述の平均値が138円を上回るときは138円を上限とし、41円を下回るときは41円を下

  限といたします。

④　当社は、いつでも法令の定めるところに従って、第１回優先株主との合意により当該行使価額修正条項

  付新株予約権付社債券等を取得し、法令の定めるところに従って消却することができます。

３　第１回優先株式の権利の行使に関する事項についての第１回優先株主との間の取り決めはありません。また、

当社の株券の売買に関する事項についての第１回優先株主との間の取り決めはありません。

４　第１回優先株式は、第三者割当(債務の株式化 10億円)により発行されたものであります。

５　優先株式の内容は次のとおりであります。なお、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。ま

た、第１回優先株式は、当社の自己資本の充実と財務体質の改善及び強化を目的として発行されたものであ

り、第１回優先株主との合意により株主総会において議決権を有しておりません。

①  優先期末配当金

(イ)当社は、剰余金の配当を支払うときは、毎事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先株

式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権

者」という。)に対し、当該事業年度の末日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株

主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に

先立ち、１事業年度につき優先株式１株あたり下記(ロ)に定める額の剰余金の配当(以下「優先期末配当

金」という。)を分配可能額がある限り必ず支払う。但し、当該事業年度において下記(ハ)に定める優先中

間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(ロ)優先期末配当金の額

１株あたりの優先期末配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額又は50円のいずれか少ない額と

する。初年度における優先期末配当金は、配当起算日から事業年度の最終日までの日数(初日および最終
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日を含む。)で日割計算した額とする。優先期末配当金は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１

位を四捨五入する。

優先配当金＝500円×(日本円TIBOR＋1.50％)

「日本円TIBOR」とは、平成17年３月28日または平成17年10月１日以降の毎年10月１日(以下「優先配当

算出基準日」という。)午前11時現在における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファー

ド・レートとして全国銀行協会によって公表される数値をいい、上記計算式においては、次回の優先配当

算出基準日の前日までの各事業年度について適用される。但し、優先配当算出基準日が銀行休業日の場合

は直前営業日を優先配当算出基準日とする。

優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は直前営業日)ロ

ンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート(ユーロ円

LIBOR６ヶ月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずると認

められるものを日本円TIBORに代えて用いるものとする。

日本円TIBOR又はこれに代えて用いる数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入

する。

(ハ)優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録

株式質権者に先立ち、優先株式１株につき各事業年度における優先期末配当金の２分の１に相当する額

の金銭(以下「優先中間配当金」という。)を必ず支払う。優先中間配当金は、円位未満小数第１位まで算

出し、その小数第１位を四捨五入する。

(ニ)非累積条項

ある事業年度において、優先株主又は優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当が優先期末配当

金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、優先期末配当金又は優先中間配当金を超えて剰余金の配

当は行わない。

②  残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質

権者に先立ち、優先株式１株につき500円を支払う。

優先株主又は優先登録株式質権者に対しては、前記の金額を超えては残余財産の分配は行わない。

③  優先株式の取得請求と金銭の交付

(イ)優先株主は、平成21年10月１日以降、毎年１月１日から１月31日までの期間(以下「取得請求可能期間」

という。)において、当社に対して、毎事業年度に、前事業年度における分配可能額の２分の１に相当する

金額を上限として、優先株式１株を取得するのと引換えに、当該優先株式の発行価額に相当する金銭の交

付を請求をすることができる。この請求があった場合、当社は、取得請求可能期間満了の日から１ヶ月以

内に、金銭を交付する。

(ロ)取得請求により交付すべき金銭の合計額が前事業年度における分配可能額の２分の１を超える場合、取

得の順位は、取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。

④  合意による取得・消却

(イ)当社は、いつでも法令の定めるところにしたがって優先株主との合意により、分配可能額を上限として、

優先株式を有償で取得することができる。

(ロ)当社は、取得した優先株式を取締役会決議によって消却することができる。

⑤  議決権

優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑥  種類株主総会の決議事項

法令に定める種類株主総会の承認事項および次の事項については、種類株主総会の承認を要する。

剰余金の配当、中間配当、自己株式取得(優先株主による取得請求権の行使及び優先株主との合意による有

償取得を含み、無償取得、会社法の規定に基づく株式取得請求権に応じた買取、会社法第234条第４項に基づ

く１株に満たない端株の買取及び同法第197条第３項に基づく所在不明株主の株式の買取は含まない。)資

本又は準備金の減少に伴う払戻し(以下あわせて「剰余金の分配等」という。)の結果、最終の貸借対照表上

の金額を基準として算出した純資産額が10億円を下回ることになる剰余金の分配等の決定。

⑦  優先株式の取得請求と普通株式の交付

優先株主は、平成20年４月１日以降いつでも、当社に対し、当該優先株式の取得を請求することができる。こ

の場合、当社は、当該優先株主又は優先登録株式質権者に対し、優先株式１株と引換えに、払込価額を基準価

額で除して得られる数の普通株式の交付を請求することができる。但し、前記普通株式の数の算出にあたっ

ては１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
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⑧  基準価額

定款に定める取得請求が平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間に行われた場合、138円(以下、

「当初基準価額」という。」を基準価額とする。定款に定める取得請求が平成21年４月１日以降に行われた

場合については、毎年４月１日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の

開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のな

い日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)を、同年４月１日より翌

年３月31日までの１年間に取得請求する場合の基準価額とする。但し、前記の平均値が、当初基準価額を超

えたときは当初基準価額を、当初基準価額の30％を下回ったときは当初基準価額の30％を、基準価額とす

る。

⑨  基準価額の調整

(イ)優先株式の発行後に、次に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生ずる可能性がある場合は、次に

定める算式(以下、「基準価額調整式」という。)により基準価額を調整する。

　 　 　 　 　 　 新規発行
普通株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
基準価額

＝
調整前
基準価額

×

既発行
普通株式数

＋
１株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

(Ａ)基準価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合(自己株式を処

分する場合を含む)

(Ｂ)株式の分割により普通株式を発行する場合

(Ｃ)基準価額調整式に使用する時価を下回る価額で普通株式への新株予約権を発行する場合又は基準価

額調整式を使用する時価を下回る価額で普通株式を引換えとして交付する内容の取得請求権付株式

を発行する場合

(ロ)前項(Ａ)から(Ｃ)に掲げる場合の他、合併、資本の減少又は普通株式の併合などにより基準価額の調整を

必要とする場合には、合併比率、資本の減少の割合、併合割合などに即して、取締役会が適当と判断する価

額に変更する。

(ハ)基準価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後基準価額を適用する日に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の証券会員制法人福岡証券取引所の開設する市場における当社の普通株式の普通取引の毎

取引日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。)とする。

(ニ)基準価額調整式に使用する調整前基準価額は、調整後基準価額を適用する前日において有効な基準価額

とし、また、基準価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割

当日がない場合は調整後基準価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数とす

る。

(ホ)取得請求により交付する株式の内容

当社普通株式

⑩  優先株式併合・株式分割・株式無償割当て、募集株式等の割当てを受ける権利等

(イ)当社は、法令に定める場合を除き、優先株式については、株式の併合又は分割を行わず、また優先株主に対

しては、株式無償割当てを行わない。

(ロ)当社は、優先株主に対しては募集株式又は募集新株予約権もしくは新株予約権付社債の割当てを受ける

権利を与えず、新株予約権無償割当てを行わない。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円）

平成23年10月１日～
平成23年12月31日

― 7,102,000 ― 413,675 ─ 500,000

　

(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  優先株式  2,000,000 ―
「１ 株式等の状況」の「(1)株式の総
数等」の「② 発行済株式」の注記参
照

議決権制限株式
(自己株式等)

― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式
(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式    136,000

―
議決権内容に何ら限度のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式  4,961,000 4,961 同上

単元未満株式 普通株式      5,000 ― 同上

発行済株式総数 7,102,000 ― ―

総株主の議決権 ― 4,961 ―

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式762株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本乾溜工業株式会社

福岡市東区馬出一丁目11番11号 136,000 ─ 136,000 1.91

計 ― 136,000 ─ 136,000 1.91

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令14号）に準じて記載し

ております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成23年10月1

日から平成23年12月31日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成23年10月1日から平成23年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,258,021 921,672

受取手形・完成工事未収入金等 2,054,003 ※2
 2,754,663

有価証券 10,129 10,131

未成工事支出金 154,392 227,721

商品及び製品 105,535 118,737

仕掛品 7,939 10,341

原材料及び貯蔵品 8,109 10,071

その他 15,065 12,079

貸倒引当金 △12,270 △16,148

流動資産合計 3,600,925 4,049,271

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 635,285 641,284

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 74,189 74,565

土地 1,116,688 1,116,688

その他（純額） 18,198 16,986

有形固定資産合計 1,844,362 1,849,524

無形固定資産

のれん 22,283 20,426

その他 110,361 104,028

無形固定資産合計 132,644 124,455

投資その他の資産

投資有価証券 416,120 422,397

差入保証金 185,825 185,658

その他 94,009 89,293

貸倒引当金 △80,537 △76,977

投資その他の資産合計 615,417 620,371

固定資産合計 2,592,424 2,594,350

資産合計 6,193,350 6,643,622

EDINET提出書類

日本乾溜工業株式会社(E00276)

四半期報告書

10/19



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 2,085,136 ※2
 2,694,615

短期借入金 246,420 146,420

未払法人税等 18,613 5,215

未成工事受入金 99,025 178,589

賞与引当金 71,500 17,681

役員賞与引当金 9,648 －

株主優待引当金 3,050 －

その他 186,929 204,316

流動負債合計 2,720,324 3,246,838

固定負債

長期借入金 355,650 320,920

退職給付引当金 425,418 415,661

繰延税金負債 25,244 23,701

その他 84,716 77,510

固定負債合計 891,029 837,793

負債合計 3,611,353 4,084,631

純資産の部

株主資本

資本金 413,675 413,675

資本剰余金 694,394 694,394

利益剰余金 1,443,530 1,406,218

自己株式 △17,788 △17,788

株主資本合計 2,533,811 2,496,498

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 48,185 62,491

その他の包括利益累計額合計 48,185 62,491

純資産合計 2,581,997 2,558,990

負債純資産合計 6,193,350 6,643,622

EDINET提出書類

日本乾溜工業株式会社(E00276)

四半期報告書

11/19



(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 ※1
 2,947,561

※1
 2,455,962

売上原価 2,488,639 2,074,320

売上総利益 458,921 381,641

販売費及び一般管理費 372,660 373,968

営業利益 86,261 7,672

営業外収益

受取利息及び配当金 3,153 2,429

雑収入 2,909 2,020

受取賃貸料 1,574 891

営業外収益合計 7,636 5,341

営業外費用

支払利息 3,966 2,947

その他 686 282

営業外費用合計 4,653 3,229

経常利益 89,245 9,784

特別利益

固定資産売却益 － 166

特別利益合計 － 166

特別損失

固定資産除却損 － 133

投資有価証券評価損 － 7,959

特別損失合計 － 8,093

税金等調整前四半期純利益 89,245 1,857

法人税、住民税及び事業税 3,907 3,715

法人税等調整額 654 558

法人税等合計 4,562 4,274

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

84,683 △2,417

四半期純利益又は四半期純損失（△） 84,683 △2,417
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

84,683 △2,417

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 19,108 14,306

その他の包括利益合計 19,108 14,306

四半期包括利益 103,791 11,889

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 103,791 11,889

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

  １  手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 97,640千円

 

  １  手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 244,174千円

 

───────────────

 

 

 

 

 
 
 
 

※２  　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済しておりま

す。

　なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 52,317千円

支払手形 3,055千円

上記のほか、 　
受取手形裏書譲渡高

 

36,578千円

 

　
(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日)

※１  　当社グループの売上高は、通常の営業形態とし

て第２四半期連結会計期間の売上高が著しく多

くなるといった季節的変動があります。

 

※１  　当社グループの売上高は、通常の営業形態とし

て第２四半期連結会計期間の売上高が著しく多

くなるといった季節的変動があります。

　
　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びの

れんの償却額は、次のとおりであります。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 22,963千円 23,847千円
　

のれんの償却額 1,856千円 1,856千円

　

EDINET提出書類

日本乾溜工業株式会社(E00276)

四半期報告書

14/19



　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成22年10月1日　至　平成22年12月31日)

　
１.  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年12月21日
定時株主総会

普通株式 15,300 3

平成22年９月30日 平成22年12月22日 利益剰余金
第１回
優先株式

20,000 10

　

２. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結

　会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３.  株主資本の著しい変動

当社は、平成22年11月24日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、平成22年11月25日に実施いた

しました。この結果、当第１四半期連結会計期間において、自己株式が115,050千円増加し、当第１四半期

連結会計期間末において自己株式が115,341千円となっております。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日)

１.  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月21日
定時株主総会

普通株式 14,895 3

平成23年９月30日 平成23年12月22日 利益剰余金
第１回
優先株式

20,000 10

　

２. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結

　会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３.  株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年10月1日  至  平成22年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 2,567,336235,117145,1072,947,561― 2,947,561

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 5 ― 5 △5 ―

計 2,567,336235,122145,1072,947,566△5 2,947,561

セグメント利益 103,057 3,687 44,108150,853△64,59186,261

（注）１．セグメント利益の調整額△64,591千円は、報告セグメントに配分していない全社費用△64,591千円でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２建設事業 防災安全事業 化学品事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 1,995,648314,952145,3612,455,962― 2,455,962

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 10 ― 10 △10 ―

計 1,995,648314,963145,3612,455,973△10 2,455,962

セグメント利益 40,576 8,666 30,718 79,961△72,289 7,672

（注）１．セグメント利益の調整額△72,289千円は、報告セグメントに配分していない全社費用△72,289千円でありま

す。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額又は四半期
　　純損失金額（△）

17円84銭 △0円48銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
　　(千円)

84,683 △2,417

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期
　　純損失金額（△）　(千円)

84,683 △2,417

    普通株式の期中平均株式数(株) 4,744,314 4,965,238

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 6円39銭 ―

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益調整額(千円) ― ―

    普通株式増加数(株) 8,488,964 ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注)  当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

であるため、記載しておりません。

　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年２月13日

日本乾溜工業株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    工　藤　雅　春    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    堺　　　昌　義    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本
乾溜工業株式会社の平成23年10月１日から平成24年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年10月１日から平成23
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本乾溜工業株式会社及び連結子会社の平成
23年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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